


 

自自立立訓訓練練（（機機能能訓訓練練））募募集集要要項項  

 

 

当センターの自立訓練（機能訓練）では、主に視覚に障害のある方で自立した生活を送るための

訓練を必要とする方や、主に頸髄損傷による四肢麻痺等の方で、リハビリテーションの効果が期待

できる方を対象に、以下のとおり募集しています。 

  

利用できる方 

主に視覚に障害のある方や、主に頸髄損傷による四肢麻痺等の方で、

施設利用について市区町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付

を受けた方。 

利用定員 １１０名 

利用期間 

１８か月以内 

（頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある方は 

最大３年間） 

 

１ 申込み手続 

（１）利用を希望される方は、当センター総合相談課にご相談ください。 

（２）利用の申込みは、随時受け付けております。 

（３）申込用紙は、当センターホームページからダウンロードしていただくか、総合相談課にご相 

談ください。 

   ※ 申込用紙：施設利用申込書 

（自立支援局様式１-１、必要に応じて自立支援局様式２～５-２の書類） 

（４）既往症の状況によって、別途診断書等の提出をお願いする場合があります。 

（５）ご利用に当たっては、事前の見学・相談をお勧めします。 

 

２ 利用の開始について 

（１）ご提出の書類を基に利用の可否を決定します。利用承諾後、利用開始日をご本人及び市区町 

村宛に通知いたします。 

（２）市区町村にて「自立訓練（機能訓練）」の申請を行い、「障害福祉サービス受給者証」を交付

いただいた上、利用開始日にお持ちください。 

（３）「重要事項説明書」の説明を行った上で、利用契約をさせていただきます。２０歳未満の方は

保護者の同意が必要です。 

 

３ 宿舎の利用 

通所が困難な方には、宿舎の提供が可能です。宿舎希望の方は、総合相談課にご相談ください。

宿舎利用の場合は、市区町村にて「自立訓練（機能訓練）」と併せて「施設入所支援」の申請を 

行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。 

 

R2.7改訂 



 

自自立立訓訓練練（（生生活活訓訓練練））募募集集要要項項  

 

当センターの自立訓練(生活訓練)では、主に高次脳機能障害のある方で、自立した生活を送る 

ための訓練を必要とする利用者を以下のとおり募集しています。 

  

利用できる方 

主に高次脳機能障害のある方で、施設利用について市区町村から 

「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた方。 

※なお、高次脳機能障害のある方で、精神障害者保健福祉手帳の 

交付を受けていない方の利用については医師の診断書が必要です。 

利用定員 ３０名 

利用期間 ２４か月以内 

 

１ 申込み手続 

（１）利用を希望される方は、当センター総合相談課にご相談ください。 

（２）利用の申込みは、随時受け付けております。 

（３）申込用紙は、当センターホームページからダウンロードしていただくか、総合相談課にご相 

談ください。 

   ※ 申込用紙：施設利用申込書 

（自立支援局様式１-１、必要に応じて自立支援局様式２～５-２の書類） 

（４）既往症の状況によって、別途診断書等の提出をお願いする場合があります。 

（５）ご利用に当たっては、事前の見学・相談をお勧めします。 

 

 

２ 利用の開始について 

（１） ご提出の書類を基に利用の可否を決定します。利用承諾後、利用開始日をご本人及び市区町 

村宛に通知いたします。 

（２） 市区町村にて「自立訓練（生活訓練）」の申請を行い、「障害福祉サービス受給者証」を 

交付いただいた上、利用開始日にお持ちください。 

（３）「重要事項説明書」の説明を行った上で、利用契約をさせていただきます。２０歳未満の方は

保護者の同意が必要です。 

 

 

３ 宿舎の利用 

通所が困難な方には、宿舎の提供が可能です。宿舎希望の方は、総合相談課にご相談ください。

宿舎利用の場合は、市区町村にて「自立訓練（生活訓練）」と併せて「施設入所支援」の申請を 

行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。 
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就就労労移移行行支支援援募募集集要要項項  

 

 

当センターの就労移行支援では、働くための知識や技能を習得して就職を目指す利用者を、以下の 

とおり募集しています。 

  

利用できる方 
主に身体に障害があり就労を希望する方で、施設利用について市区町村 

から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた方。 

利用定員 １００名 

利用期間 ２４か月以内 

利用開始日 毎月１回を予定しています。 

 

１ 申込み手続 

（１）利用を希望される方は、当センター総合相談課にご相談ください。 

（２）利用の申込みは、随時受け付けております。 

（３）申込用紙は、当センターホームページからダウンロードしていただくか、総合相談課にご相   

談ください。 

   ※ 申込用紙：施設利用申込書 

（自立支援局様式１-１、必要に応じて自立支援局様式２～５-２の書類） 

（４）既往症の状況によって、別途診断書等の提出をお願いする場合があります。 

（５）ご利用に当たっては、事前の見学・相談をお勧めします。 

 

 

２ 利用の開始について 

（１）ご提出の書類を基に利用の可否を決定します。利用承諾後、利用開始日をご本人及び市区町 

村宛に通知いたします。 

（２）市区町村にて「就労移行支援」の申請を行い、「障害福祉サービス受給者証」を交付 

いただいた上、利用開始日にお持ちください。 

（３）「重要事項説明書」の説明を行った上で、利用契約をさせていただきます。２０歳未満の方は

保護者の同意が必要です。 

 

 

３ 宿舎の利用 

通所が困難な方には、宿舎の提供が可能です。宿舎希望の方は、総合相談課にご相談ください。

宿舎利用の場合は、市区町村にて「就労移行支援」と併せて「施設入所支援」の申請を行い、 

「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。 
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就就労労移移行行支支援援((養養成成施施設設))募募集集要要項項  
  

当センターの就労移行支援(養成施設)では、視覚に障害のある方であん摩マッサージ指圧師、はり師、 

きゅう師の国家資格取得を目指す利用者を募集しています。令和２年度は以下のとおりです。 
 

１ 利用できる方 

視覚に障害のある方で、施設利用について市区町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を 

受けた１５歳以上の方。なお、専門課程と高等課程があります。該当する課程にお申し込みください。 

専門課程 

・学校教育法第９０条１項の大学に入学できる方。 

・学校教育法第５７条の高等学校に入学できる方で、当センター実施の「個別 

利用資格審査」によって、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められた 

１８歳以上の方。 

高等課程 ・学校教育法第５７条の高等学校に入学できる方。 

 
 

２ 利用定員    ４８名 
 

３ 利用者選考について 

（１）利用に当たっては利用者選考があります。     

 

 

（２）選考日ごとに応募締切日（必着）を設けています。 

応募締切日と利用者選考日（二次審査） 

回 応募締切日（書類必着） 利用者選考日（二次審査） 

１ 令和２年１１月２０日（金） 令和２年１２月１０日（木） 

２ 令和３年 １月１５日（金） 令和３年 ２月 ３日（水） 

３ 令和３年 ２月１２日（金） 令和３年 ３月 ４日（木） 

 

４ 申込み手続 

（１）利用を希望される方は、当センター総合相談課にご相談ください。最終学校の卒業証明書、 

身体障害者手帳のコピーを申込用紙に添えてご提出ください。 

（２）申込用紙は、当センターホームページからダウンロードいただくか、総合相談課にご相談ください。 

    ※ 申込用紙：施設利用申込書（自立支援局様式１-１、必要に応じて自立支援局様式２～５-２の書類） 

（３）既往症の状況によって、別途診断書等の提出をお願いする場合があります。  

（４）ご利用に当たっては、事前の見学・相談をお勧めします。 
 

５ 利用の開始について 

（１）利用開始日は、令和３年４月を予定しています。日程が決まり次第、別途お知らせします。 

（２）市区町村にて「就労移行支援（養成施設）」の申請を行い、『障害福祉サービス受給者証』を交付 

いただいた上、利用開始日にお持ちください。 

（３）「重要事項説明書」に基づき説明を行った上で、利用契約をさせていただきます。２０歳未満の方 

   は保護者の同意が必要です。 
 

 

６ 宿舎の利用 

通所が困難な方には、宿舎の提供が可能です。宿舎希望の方は、総合相談課にご相談ください。宿舎利

用の場合は、市区町村にて「就労移行支援（養成施設）」と併せて「施設入所支援」の申請を行い、「障

害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。 

一次審査 

（書類選考） 
ご提出の書類を基に一次審査（利用資格・医学評価）を行います。 

二次審査 
（適性検査、医学評価等） 

一次審査の結果、二次審査の対象となった方に対し、当センターに来所 

いただき、利用者選考（二次審査）を行います。利用承諾の可否は 

二次審査を基に決定し、ご本人及び市区町村宛てに通知いたします。 
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利利用用料料ににつついいてて  
 

 

当センターのサービスをご利用いただく場合、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（障害者総合支援法）に定められた基準に基づいて、ご利用いただいた障害福祉サービス費や

食費・光熱水費のご負担があります。利用料は、サービスのご利用回数等に応じて算定いたします。 

 

１ サービスの利用負担額について 

（１）障害福祉サービス費 

当センター障害福祉サービス別の１日当たりのサービス単位 

 自立訓練（機能訓練）・・・・・・・・・・・・５８９単位（１単位の単価：１０．３５円） 

 自立訓練（生活訓練）・・・・・・・・・・・・５５２単位（１単位の単価：１０．３５円） 

 就労移行支援 ・・・・・・・・・・・・・・・４８０単位（１単位の単価：１０．３５円） 

 就労移行支援（養成施設）・・・・・・・・・・２６０単位（１単位の単価：１０．３５円） 

 施設入所支援（障害支援区分 2以下、非該当）・１２３単位（１単位の単価：１０．４０円） 

       （障害支援区分 3）・・・・・・・１４３単位（１単位の単価：１０．４０円） 

（障害支援区分 4）・・・・・・・１７４単位（１単位の単価：１０．４０円） 

（障害支援区分 5）・・・・・・・２１７単位（１単位の単価：１０．４０円） 

（障害支援区分 6）・・・・・・・２６２単位（１単位の単価：１０．４０円） 

※ なお、このほかに初期加算等が、上記基本額に加算されます。 

 

（２）負担上限額（月額）について 

利用者本人及び配偶者（未成年者の場合は、世帯）の前年の所得に応じて、利用料をご負担 

（応能負担）いただきます。次の４区分に負担上限額（月額）が設定されており、障害福祉 

サービス費がこの額を超えて請求されることはありません。負担上限額は市区町村が調査の上、

決定いたします。 

 
 

区区分分  世世帯帯のの収収入入状状況況  負負担担上上限限月月額額  

生活保護 生活保護受給世帯      ０円 

低 所 得 市町村民税非課税世帯      ０円 

一 般 １ 
市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満）  

※２０歳以上の入所施設利用者を除きます 
 ９，３００円 

一 般 ２ 上記以外 ３７，２００円 

 

２ 実費負担について 

（１）食費・光熱水費（令和２年７月１日更新） 

食費・光熱水費は、食事の実食数及び宿舎の利用日数に基づいて、実費を算定 

いたします。一日当たりの食費及び宿舎利用に係る光熱水費の単価は以下のとおりです。 

 

 朝 食 昼 食 夕 食 光熱水費 合計 

宿舎利用 ３３７円 ４４９円 ６０５円 ２６９円 １,６６０円 

通 所 － ４４９円 － －   ４４９円 

 

（２）軽減措置等について 

宿舎利用（入所）の方は、所得に応じて、市区町村が決定する特定障害者特別給付費 

（補足給付）によって、月額最大５３，５００円までの軽減措置が受けられる場合があります。 

 通所の方には、昼食のみ提供しております。なお、所得に応じて（低所得及び一般世帯のうち 

市町村民税所得割が１６０，０００円未満の方）、１３９円に減額される場合があります。 

軽減措置等は市区町村にて対象となるかを決定しますので、担当窓口にご相談ください。 
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国国立立職職業業リリハハビビリリテテーーシショョンンセセンンタターーのの利利用用にに伴伴うう  

国国立立障障害害者者リリハハビビリリテテーーシショョンンセセンンタターーのの利利用用ににつついいてて  

 

国立障害者リハビリテーションセンター（以下「国リハ」という）と国立職業リハビリテーション

センター（以下「職リハ」という）は、同一敷地内において相互に連携を図りながらサービスを実施

しています。 

職リハには専用の宿舎がありませんので、通所が困難な場合は、国リハの宿舎（施設入所支援）を

利用しながら訓練を受けることができます。国リハ宿舎を利用しながら職リハの職業訓練の受講を希

望する方は以下の点に留意して利用手続を行ってください。 

 

 

１ 国リハ（宿舎）への申込み  

（１）宿舎利用を希望される方は、当センター総合相談課にご相談ください。 

（２）利用の申込みは、随時受け付けております。 

（３）申込用紙は、当センターホームページからダウンロードいただくか、総合相談課にご相談 

ください。 

   ※ 申込用紙：施設利用申込書 

（自立支援局様式１-１、必要に応じて自立支援局様式２～５-２の書類） 

（４）既往症の状況によって、別途診断書等の提出をお願いする場合があります。 

（５）ご利用に当たっては、事前の見学・相談をお勧めします。 

 

 

２ 職リハへの申込み 

職リハでの職業訓練の申込みは、管轄の公共職業安定所（ハローワーク）でお手続ください。 

 

 

３ 国リハ利用の開始について 

（１） ご提出の書類を基に利用の可否を決定します。利用承諾後、利用開始日をご本人及び市区町村

宛に通知いたします。

（２）市区町村にて「就労移行支援」と併せて「施設入所支援」の申請を行い、「障害福祉サービス

受給者証」を交付いただいた上、利用開始日にお持ちください。 

（３）「重要事項説明書」の説明を行った上で、利用契約をさせていただきます。２０歳未満の方は

保護者の同意が必要です。 

４ 国リハ利用開始後の流れ 

（１） 国リハでのオリエンテーション（２～３日程度）終了後に、職リハの職業評価が実施 

されます。 

（２） 職リハの職業評価の結果、合格した場合は、所定の手続を経て職リハに入所することに 

なります。不合格の場合は国リハの関係職員と相談し、今後の方向性を決めていただきます。 

（注）職リハへの入所が決定した後で、国リハ宿舎（施設入所支援）の利用手続を行うことはで

きませんので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。 

 

＜参考＞ 

自宅等から通所して職リハの職業訓練を受講する場合は、職リハへの直接入所となりますので、 

利用手続については、職リハ（下記）へ直接お問い合わせください。 

 【職リハ お問い合わせ先】   

   国立職業リハビリテーションセンター 職業評価課 

   ＴＥＬ：０４－２９９５－１２０１  ＦＡＸ：０４－２９９５－１２７７ 

R2.7改訂 
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